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公共工事の施工体制の点検結果を公表します！ 
～令和３年度公共工事の施工体制の全国一斉点検の結果～ 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、国土交通省直轄工

事を対象に「公共工事の施工体制の全国一斉点検」を実施し、適切な施工体制が確保

されていることが分かりましたのでお知らせします。 
１．背景 

 公共工事を適切に実施するためには、点検等を通じて施工体制を適正なものとすることが

重要であることから、国土交通省では平成 14 年度から毎年直轄工事を対象に「公共工事の

施工体制の全国一斉点検（以下、「一斉点検」という。）」を実施しており、令和３年度も 10

月から 12月に稼働している 612 件の直轄工事を対象に点検を実施しました。 

また、今年度の点検においては、令和元年度の建設業法改正に基づき、見直した項目で点

検を実施しました。 

２．点検結果の概要 

○点検（１）主任技術者・監理技術者に関する点検 

  監理技術者・主任技術者の専任配置について、全て適切に配置されていることを確認しま

した。また、建設業法改正に伴い令和２年度から技士補の配置に関しても、適切に配置され

ていることを確認しました。 

○点検（２）下請負人との契約や支払いに関する点検 

 点検した全ての工事において、元請負人が建設業許可を受けている適切な下請負人と契約

していることを確認しました。一方で、下請との工事契約内容で指摘事項が見られました。 

○点検（３）施工体制台帳に関する点検 

点検した全ての工事において、施工体制台帳が作成されていることが確認できましたが、

一方で、施工体制台帳の記載内容、施工体制台帳に添付すべき書類について、それぞれ建設

業法違反に該当する工事があったため、改善を行っています。また、施工体系図の掲示が現

場内かつ公衆の見やすい場所に掲示されていなかったことから、改善を行っています。 

○点検（４）下請負人への点検 

下請負人の主任技術者資格については、点検した全ての工事において、適正に配置されて

いました。元請負人と下請負人との資機材の取引については、点検した全ての工事において

適正に取引されていることを確認しました。 
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別紙 
－点検結果の概要－ 

 

１．今年度の点検結果 

（１）点検結果の総括 

○全体で612件の工事（調査発出時点での稼働中工事7,039件の約8.7%）を点検。（R2：

全体で 601 件の工事（10 月 1 日時点での稼働中工事 7,179 件の約 8.3％）） 

このうち、低入札価格調査制度調査対象工事（以下、「低入札工事」という。）は点検

時に現場施工をしている全工事16件で点検を実施。また、重点的な監督業務を実施す

る工事についても優先的に点検を実施し、４件で点検を実施。（低入札工事と重点的

な監督業務を実施する工事の合計が点検件数 612 件の約 3.3%） 

○点検を実施した結果は概ね良好であったが、建設業法違反に該当する工事が３件あっ

た。（以下、建設業法違反に関する点検項目） 

・施工体制台帳の作成において、元請負人の作業員名簿が整備されていない。 

・施工体制台帳の記載内容に不足と添付されるべき書類が添付されていない。 

・施工体系図の掲示が、現場内かつ公衆の見やすい場所に掲示されていない。 

○違反があった３件の工事については、受注者に改善指示を実施し適切に処理している。 

 

（２）点検項目別の点検概要 

① 点検（１）主任技術者・監理技術者に関する点検 

○監理技術者資格者証の提示、JV の場合の配置技術者の資格要件など、監理技術者や主

任技術者、専門技術者の設置において明らかな建設業法違反で許可部局への通知が必

要な工事は該当がなかった。 

  

② 点検（２）下請負人との契約や支払いに関する点検 

○下請負人の建設業許可においては、点検した全ての対象工事で適正であった。 

○当初契約時における明確な工事内容での下請契約に関する点検においては、指導事項

38 件あった。 

このうち、指導事項があった点検項目は、一部の下請契約で契約書等に契約工種、工

事数量が記載されているが、建設機械費又は材料費が含まれているかどうかが明記さ

れていない工事が29件(4.8%)、一部の下請契約で契約書等に建設機械費又は材料費が

含まれているか否かが明記されているが、契約工種、工事数量が明記されていない部

分がある工事が４件(0.7%)、全て又は一部の下請契約で契約工種・工事数量が明記さ

れていない部分があり、機械費や材料費が含まれているか否かも明記されていない工

事が５件(0.8%)あった。 

○変更契約時における明確な工事内容での下請契約に関する点検においても、指導事項

があった。 

追加工事や内容変更があった場合、契約書等により相互に署名又は記名押印している

変更契約書が確認できない工事が、４件(0.7%)あった。 

○下請代金の適切な支払いについては、概ね下請契約書に請負代金の支払い方法が記載

され、その内訳が労務費相当分を現金払いとし、残りが手形期間 120 日以内となって

いたが、一部の工事(４件)で指導事項に該当する不備があった。 

○一括下請負（丸投げ）の禁止については、点検した全ての工事で元請または下請が果

たすべき役割が果たされていることが確認できた。 
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③ 点検（３）施工体制台帳に関する点検 

○施工体制台帳が作成されているものの、建設業法施行規則の改正があった元請負人に

関する事項として、作業員名簿が記載されていない工事が 1 件、元請負人・下請負人

に関する事項で添付すべき書類に関する建設業法違反に該当する工事が 1件あった。 

○施工体系図の掲示においても、施工体系図が掲示されているにも係わらず、現場内か

つ公衆の見やすい場所に掲示されていない工事が 1 件あった。 

○建設業許可票の掲示については、点検した全ての工事において、発注者から直接請け

負った工事であり、元請負人の建設業許可の掲示が確認できた。 

  ○再下請通知書の内容については、「社会保険の加入状況」について不備があった。 

 

④ 点検（４）下請負人への点検 

○下請負人の主任技術者の資格では、点検した全ての工事で適正な資格を保有した技術

者が専任されていた。 

○契約に関する元請負人と下請負人の取引の適正化では、下請負人が把握されている全

ての工事で注文者が自己の取引上地位を不当に利用していないことが確認できた。 

○資機材の取引に関する契約においても、建設業法違反に該当する工事はなかった。 
 

（３）継続的な改善がある調査項目 

① 監理技術者資格者証及び修了証 

監理技術者資格者証の点検については、令和元年度の建設業法改正により新たに技士

補の配置制度が創設されたことを受け、技士補の確認も行った。今年度の点検では、技

士補が専任されている工事が 3 件あり、点検した全ての工事で資格の携行が確認できた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 1 監理技術者資格及び技士補の資格に関する点検結果 

 
② 下請負人の建設業許可 

下請負人の建設業許可については、令和 3 年度において、点検した全ての工事で建設

業許可が適切であることが確認できている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 2 下請負人の建設業許可に関する点検結果 
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③ 施工体制台帳の作成 

施工体制台帳については、点検した全ての工事で作成されていることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

図 3 施工体制台帳の作成に関する点検結果 
 
④ 下請負人の主任技術者の資格 

下請負人の主任技術者の資格については、建設業法違反に該当する工事はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

図 4 下請負人の主任技術者の資格に関する点検結果 
 

２．下請負人との契約や施工体制台帳の備え付けに関する点検結果 

① 明確な工事内容での下請契約 

改善すべき事項のあった工事において特に多かったのが、「建設機械費の不明記」、

「材料費の不明記」で、それぞれ 16 件(2.6％)ずつあった。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

図 5 明確な工事内容での下請契約における不備内容 
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これら不備の主な理由は「慣例による不明記」が最も多かった。 

 

 

 

 

 

図 6 明確な工事内容での下請契約における不備の理由 
 
 
② 施工体制台帳の備え付け 

施工体制台帳に関する不備内容は以下となった。「台帳の記載不足」、「添付資料不足」

で、それぞれ 1件(0.2％)ずつの不備があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 施工体制台帳の備え付け 
 

これらの不備が生じた主な理由としては、「必要性は認識しているが、整理不足」で

あった。 

 

③ 請負代金の適切な支払い 

点検件数(609 件)のうち、4 件の不備があった。不備内容は、「下請代金の支払い方法や 

期間の記載なし」が 1件（0.2%）、「労務費相当分が現金払いではない」が 3 件(0.5%)で 

あった。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 請負代金の支払い方法における不備内容 

主たる理由 R3件数
明記の必要性の認識不足 5
慣例による不明記 10
見積書等で不明記 5

元請下請の相互理解として不明記 7
認識はしているが記載漏れ 3

添付資料の不足 7
口頭確認による不明記 3

自社に保管（現場に備えていない） 1
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これらの不備が生じた主な理由としては「認識不足」の回答が約 6 割(60%)を占めた。 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 9 下請代金の適切な支払い方法の記載内容における不備の理由 
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参考資料 
 

令和３年度 公共工事の施工体制に関する全国一斉点検結果について 
（参考資料） 

 
１．点検の目的 

公共工事を適切に施工するためには、受注者による適正な施工体制の確保が重要であることか

ら、建設業法では施工体制台帳及び施工体系図の作成等が義務づけられているところです。また、

平成 13 年４月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「適正化法」

という。）では、適正な施工体制の確保がより一層求められるとともに、平成 17 年４月施行され

た「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においても、附帯決議の中で「施工体制の適正化

を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」ことが

盛り込まれています。 
このため、国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によっ

て日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法等の趣旨を一層徹底するため、

平成 14 年度から監督職員以外の職員による「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しており、

今年度の実施結果を以下のようにとりまとめました。 
 
２．国土交通省直轄工事における実施方法 

（１）点検期間 

令和３年 10 月から 12 月を全国一斉点検期間とし、抜き打ちで点検を実施しました。 
ただし、今年度は災害やコロナ感染症等の影響により点検が実施できない場合は別途考慮した

件数となっている。 
 
（２）対象工事 

請負金額が3,500万円以上の工事（建築工事においては、7,000万円以上の工事）。なお、平成

28 年５月 31 日以前に契約を締結した工事においてはそれぞれ 2,500 万円以上で稼働中の工事

（建築工事においては 5,000 万円）。 
特に低入札価格調査制度調査対象工事及びこれに準じて重点的な監督業務を実施する工事（以

下「低入札工事等」という。）に重点をおいて点検を行いました。（低入札工事等以外の工事を

「一般工事」とする。） 
 

計 612 件（稼働中工事 7,039 件の約 8.7%） 

内

訳 

一般工事 592 件（点検件数 601 件の約 96.7%） 

低 入 札

工事等 

低入札工事 16 件（点検件数 601 件の約 2.6%） 

それに準じて重点的な 
監督業務を実施する工事 4 件（点検件数 601 件の約 0.7%） 

 

（３）点検内容 

建設業法及び適正化法に定める監理技術者等の資格及び配置、施工体制台帳の備え付け状況等

の項目と下請契約に関する項目を、元請業者に対する点検項目としました。また、元請業者が下

請業者に対して「不当に低い下請負代金での契約」や「不当な使用資材等の購入強制」等を行っ

ていないかについて確認するため、請負額 3,500 万円以上（平成 28 年５月 31 日以前に契約を締

結した工事においては 2,500 万円以上）の下請業者の主任技術者にヒアリングを実施しました。 
さらに、昨年度は令和元年度に建設業法が改正に伴い、技士補の創設や専門工事に関する事項

についてなどの点検項目を追加し、実施要領及び調査要領を見直したことから、今年度も昨年同

様に実施しました。 
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点検項目 

点検（１） 

1. 監理技術者等の配置に関する点検 

(1)元請の監理技術者資格 

（建設業法第 26条、同条第４項等） 

(2)「元請がＪＶの場合の幹事会社以外の配置技術者」の資格 

(3)「元請がＪＶの場合の幹事会社以外の主任技術者または監理技術者」の専任 

(4)専門技術者の設置（建設業法第 26 条の 2） 

 

点検（２） 

2. 下請契約に関する点検 

(1)下請負人の建設業許可（建設業法第 3 条） 

(2)下請契約（当初契約及び変更契約）（建設業法第 18,19,20 条） 

(3)下請代金の適切な支払い（建設業法第 19 条） 

(4)一括下請負（丸投げ）の禁止 

 

点検（３） 

3. 施工体制台帳の備え付けに関する点検 

(1)施工体制の的確な把握（建設業法第 24 条の 7） 

(2)施工体制台帳の作成範囲（建設業法第 24 条の 7） 

(3)施工体制台帳の記載内容と添付書類（建設業法第 24 条の 7） 

(4)施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行う事項の追加 

(5)再下請通知書（建設業法第 24条の 7） 

(6)施工体系図の掲示（建設業法第 24 条の 7） 

(7)建設業許可票の掲示（建設業法第 40条） 

 

点検（４） 

4. 下請負人の点検 

(1)下請負人の主任技術者の資格（建設業法第 26 条同第 3 項） 

(2)下請負人の主任技術者の専任（特定専門工事）（建設業法第 26 条の 2） 

(3)下請負人の主任技術者の専任（特定専門工事以外）（建設業法第 26条同第 3 項） 

(4)取引の適正化（契約）（建設業法第 18条,19 条の 3） 

(5)取引の適正化（資機材）（建設業法第 19 条の 4） 

 

（４）点検方法 

点検は、独立性を保持する観点から原則として工事監督職員以外（営繕工事においては、事務

所の課長以上）により実施しました。点検にあたっては、主任監督員の立会のもとで、抜き打ち

で各工事現場に立ち入り、受注者に関係資料の提示等を求めています。 
 

３．国土交通省直轄工事の点検結果 

点検（１） 
（１）監理技術者等の配置に関する点検 

本点検項目について、明らかな建設業法違反で許可部局への通知が必要な工事は０件でした。

点検日当日、612 件のうち、主任技術者のみの配置のため対象外の工事が 20 件（3.3%）でし

た。 

 それ以外の工事は、全て適正に監理技術者資格者証、技士補の資格証を携行し、元請などに

所属していることが確認できました。 

 

（２）「元請がＪＶの場合の幹事会社以外の配置技術者」の資格 
本点検項目について、建設業法の違反は該当がなく、点検した全ての工事で適正な技術者が

配置されていることが確認できました。 
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（３）「元請がＪＶの場合の幹事会社以外の主任技術者または監理技術者」の専任 
本点検項目について、建設業法の違反は該当がなく、点検した全ての工事で適正な技術者が

専任されていることが確認できました。 

 

（４）専門技術者の設置 
本点検項目について、建設業法の違反は該当がなかった。 

 

点検（２） 
（１）下請負人の建設業許可 

本点検項目について、点検した全ての工事で建設業許可が適切であることが確認できました。 

 

（２）下請契約（当初契約及び変更契約） 

本点検項目は、過年度までは当初契約による内容としていましたが、昨年度同様に当初契約

に加えて、変更契約内容についても点検を実施しています。 

明確な工事内容での下請契約（当初契約）については、608件のうち 565件（92.9%）が契約

書等に、契約工種・工事数量が記載され、建設機械費及び材料費が含まれていることが確認で

きました。一方で、下請との契約書等に不備が見られる工事が 38 件（6.3%）でした。 

変更契約に関する下請との契約については、対象となる 253 件のうち４件（0.7%）が「追加

工事や内容変更があった場合、契約書等により相互に署名又は記名押印している変更契約書等

が確認できない」に該当しました。 

また、下請契約で明記されていない主たるものについては、「建設機械費（38.1%）」、「材料

費（38.1%）」、「工事数量（19.0%）」で約９割を占めました。 

 明記されていない主たる理由としては、「慣例による不明記（24.4%）」、「元請下請の相互理解

として不明記（17.1%）」、「添付資料の不足(17.1％)」が半数以上でした。 

 

（３）下請代金の適切な支払い 

本点検項目について、点検した 609 件のうち４件（0.7％）が「一部または、全ての下請契

約書で、請負代金の支払い方法が記載されているが、その内訳が労務費相当分を現金払いとし

ていない、または、期間が 120 日以内となっていない。」と「一部または、全ての下請契約書

で、請負代金の支払い方法や時期が記載されていない。」となっていた。 

下請代金の支払い方法の記載内容不備の主な理由は「認識不足（60.0%）」と「社内規定が不

適切（40.0%）」でした。 

 

（４）一括下請負（丸投げ）の禁止 

本点検項目について、点検した全ての工事で、元請または下請が果たすべき役割が果たされ

ていることが確認できました。 

 

点検（３） 
（１）施工体制の的確な把握 

本点検項目について、点検した全ての工事で施工体制台帳が作成されていることが確認でき

ました。 

 

（２）施工体制台帳の作成範囲 
本点検項目について、点検した全ての工事で施工体制台帳が記載されていることが確認でき

ました。 

（３）施工体制台帳の記載内容と添付書類 
本点検項目について、記載内容に関する元請負人に関する事項については、作業員名簿が記

載されていない、添付すべき書類に関する事項については、「発注者との契約書の写し」、「監

理技術者の雇用関係を証明できるものの写し（健康保険証等の写し）などで不備があった建設

業法違反の工事が２件該当しました。 

 

（４）施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行う事項の追加 
本点検項目について、令和元年度の建設業法の改正に伴い、施工体制台帳の記載事項及び再
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下請通知を行う事項の追記が必要となりました。追加記載事項については、対象工事全てが適

正に記載されていることが確認できました。 

 

（５）再下請通知書 
本点検項目について、点検した全ての工事で再下請通知書の内容が確認できました。 

 

（６）施工体系図の掲示 
本点検項目について、施工体系図が現場内には掲示されているが、「現場内かつ公衆の見や

すい場所」に掲示されていない不備があった建設業法違反の工事が１件該当しました。 

 

（７）建設業許可票の掲示 
本点検項目について、点検した全ての工事で「発注者から請け負った工事であり、元請負人

の建設業許可の掲示」が確認できました。 

 

点検（４） 
（１）下請負人の主任技術者の資格 

本点検項目について、点検した全ての工事 417 件で主任技術者の資格を有していることが確

認できました。 

 

（２）下請負人の主任技術者の専任（特定専門工事） 
本点検項目について、対象となった工事 89 件で下請負人の主任技術者が適正な専任となっ

ていたことが確認できました。 

 

（３）下請負人の主任技術者の専任（特定専門工事以外） 
本点検項目について、対象となった工事 352 件で建設業法違反に該当する工事はありません

でした。 

 

（４）取引の適正化（契約） 
本点検項目について、点検した工事の約 98.9%が「工事に使用する資材または機械器具を指

定され購入されることはなかった。」ことが確認できました。残り約 1.1%の工事では、「（契約

について）把握していない。」の回答でした。 

 

（５）取引の適正化（資機材） 
本点検項目について、点検した工事の約 98.9%が「工事に使用する資材等の購入先を指定さ

れ購入させられることはなかった。」ことが確認できました。残り約 1.1%の工事では、「（使用

資材の購入について）わからない。」の回答でした。 
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点検（１）集計結果 

 
 
 
 
 
 

回答内容 回答番号 通知区分 回答数 81_北海道 82_東北 83_関東 84_北陸 85_中部 86_近畿 87_中国 88_四国 89_九州 90_沖縄 東京航空局 大阪航空局 本省 合計

監理技術者資格者証（講習修了証含む）を携行し、元請
や構成会社に所属していることが確認できる。（監理技
術者資格者証の交付から5年間有効）

1 589 71 45 100 44 84 60 43 31 91 9 6 4 1 589

監理技術者資格証（講習修了証含む）を携行していない
ため、元請や構成会社に所属している事が確認できな
い。または、有効期間を超えている。→建設業法違反

2 指導→通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

監理技術者資格者証を保有していない（有資格者ではな
い）→建設業法違反

3 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

技士補が専任され、かつ、技士補の資格を確認できる。 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

技士補が専任されているが、技士補が資格を有していな
い。→建設業法違反

5 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不在で確認することができなかった。 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

主任技術者のみの配置のため対象外 7 対象外 20 1 2 1 1 1 3 1 1 6 0 1 2 0 20

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

建設業法第7条　第2号　イ（指定学科卒業後の実務経
験）に該当する者

1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

建設業法第7条　第2号　ロ（10年以上の実務経験）に
該当する者

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業法第7条　第2号　ハに定める国家資格に該当する
者

3 22 5 2 4 1 2 3 0 0 1 4 0 0 0 22

建設業法第7条　第2号　ハに定める技能検定に該当する
者

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業法第7条　第2号　ハに定める実務経験に該当する
者

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無資格（上記１～５に該当しない）→建設業法違反 6 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 26 6 2 6 1 2 3 0 0 1 5 0 0 0 26

主任技術者及び監理技術者を専任すべき工事で、従前通
りどちらかを専任している

1 25 6 2 6 1 2 2 0 0 1 5 0 0 0 25

主任技術者及び監理技術者を専任すべき工事で専任して
いない場合→建設業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

監理技術者を専任すべき工事で、監理技術者または技士
補の資格を有する技術者が適正に配置されている。

3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

監理技術者を専任すべき工事で、監理技術者または技士
補の資格を有しない技術者が配置されている。→建設業
法違反

4 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別な理由により不在の場合（※１） 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非専任（兼任）で良い場合（※２） 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 26 6 2 6 1 2 3 0 0 1 5 0 0 0 26

元請として配置する一式工事の主任技術者又は監理技術
者が、その専門工事に関する主任技術者の資格を有して
いるため、その者が専門技術者も兼ねている。

1 44 2 3 8 0 9 3 1 3 10 1 3 1 0 44

元請として配置する一式工事の主任技術者又は監理技術
者とは別に、同じ会社の中でその専門工事に関する主任
技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置し
ている。

2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工
事業者に下請けしている。

3 154 32 8 26 12 11 12 11 10 27 2 1 1 1 154

上記１～３のどれにも当てはまらない。→建設業法違反 4 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

専門工事が含まれていない。（対象外） 5 対象外 409 40 36 67 32 65 47 32 19 59 6 3 3 0 409

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

点検項目

監理技術者資格者証及び修了証
（監理技術者の職務を補佐する者を
専任配置、または、監理f技術者の職
務を補佐する者を専任配置している
場合）

（1）監
理技術者
資格

（2）元
請負人が
JVの幹事
会社（ス
ポン
サー）以
外の配置
技術者の
資格

（3）元
請負人が
JVの幹事
会社（ス
ポン
サー）以
外の主任
技術者ま
たは、 監
理技術者
の専任

（4）専
門技術者
の設置

元請負人がJVの場合で幹事会社以外
の配置技術者の資格

監理技術者（技士補）または主任技
術者の専任

専門技術者の設置
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点検（２）集計結果 

 

回答内容 回答番号 通知区分 回答数 81_北海道 82_東北 83_関東 84_北陸 85_中部 86_近畿 87_中国 88_四国 89_九州 90_沖縄 東京航空局 大阪航空局 本省 合計

全ての下請負人の建設業許可が適切（業種や有効期間）
であることが確認できる。

1 610 75 45 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 610

一部の下請負人の建設業許可が適切でない。→建設業法
違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610 610 75 45 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 610

全ての下請契約で契約書等に、契約工種、工事数量が記
載され、
建設機械費及び材料費が含まれているか明記されている
ことが確認できる。

1 565 75 40 95 39 82 57 36 29 90 8 7 6 1 565

一部の下請契約で契約書等に、契約工種、工事数量が記
載れているが、
建設機械費又は材料費が含まれているかどうかが明記さ
れていない。

2 指導事項等 29 0 3 4 3 3 4 5 2 4 1 0 0 0 29

一部の下請契約で契約書等に、建設機械費又は材料費が
含まれているか否かが明記されているが、契約工種、工
事数量が明記されていない（一式契約の工種が含まれ
る）部分がある。

3 指導事項等 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

全て又は一部の下請契約で契約書等に、契約工種、工事
数量が明記されていない（一式契約の工種がある）部分
があり、機械費又は材料費が含まれているか否かも明記
されていない。

4 指導事項等 5 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5

対象外（注文者が建設機械及び材料を支給していないた
め。）

5 対象外 5 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5

608 608 75 44 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 608

追加工事や内容変更があった場合、契約書等により相互
に署名又は記名押印している変更契約書等が確認でき
る。

1 249 22 16 49 16 38 28 26 12 35 4 2 1 0 249

追加工事や内容変更があった場合、契約書等により相互
に署名又は記名押印している変更契約書等が確認できな
い。

2 指導事項等 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

対象外（追加工事や内容変更に該当しない） 3 対象外 355 53 27 52 29 47 35 15 20 61 5 5 5 1 355

608 608 75 44 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 608

契約工種 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工事数量 2 8 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 8

建設機械費 3 16 0 3 4 1 0 2 5 0 1 0 0 0 0 16

材料費 4 16 0 0 0 3 3 3 1 2 3 1 0 0 0 16

その他 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

42 42 0 4 7 5 3 6 9 2 5 1 0 0 0 42

明記の必要性の認識不足 1 5 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5

慣例による不明記 2 10 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 10

見積書等で不明記 3 5 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5

元請下請の相互理解として不明記 4 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7

認識はしているが記載漏れ 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

添付資料の不足 6 7 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7

口頭確認による不明記 7 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

自社に保管（現場に備えていない） 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

41 41 0 4 7 5 3 6 9 2 4 1 0 0 0 41

全ての下請契約書で、請負代金の支払い方法が記載さ
れ、その内訳が労務費相当分を現金払いとし、残りが手
形期間１２０日以内となっている。

1 605 75 45 100 42 85 63 44 32 96 9 7 6 1 605

一部または、全ての下請契約書で、請負代金の支払い方
法が記載されているが、その内訳が労務費相当分を現金
払いとしていない、または、手形期間が１２０日以内と
なっていない。

2 指導事項等 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

一部または、全ての下請契約書で、請負代金の支払い方
法や時期が記載されていない。

3 指導事項等 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

下請代金の支払い方法や時期の記載なし。 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

労務費相当分が現金払いではない。 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

手形期間が120日以内ではない。 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

認識不足 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

社内規定が不適切 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

元請または下請が果たすべき役割が果たされていること
が確認できる。
（施工計画の作成、工程・品質・安全管理等や技術的指
導を実施しているか否か）

1 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

元請または下請が果たすべき役割が果たされていること
が確認できない。
（実質的な関与が確認できない）→建設業法違反の恐れ
があり下請けへの確認を実施する等、適切な対処をする

2 違反の恐れあり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

点検項目

（1）下請負人の
建設業許可

下請負人の建設業許可

（2）下請契約
（当初契約及び
変更契約）

明確な工事内容での下請契約（当初
契約）

明確な工事内容での下請契約（変更
契約）

下請契約で明記されていない主たる
もの

明記されていない主たる理由

（3）下請代金の
適切な支払い

下請代金の適正な支払い

下請代金の支払い方法の記載内容

下請代金の支払い方法の記載内容不
備の主な理由

（4）一括下請負
（丸投げ）の禁
止

元請・下請けの役割（元請へのヒア
リングにより確認）
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点検（３）集計結果① 

 
 
 
 
 

回答内容 回答番号 通知区分 回答数 81_北海道 82_東北 83_関東 84_北陸 85_中部 86_近畿 87_中国 88_四国 89_九州 90_沖縄 東京航空局 大阪航空局 本省 合計

施工体制台帳が作成されている。 1 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

施工体制台帳が作成されていない。→建設業法違反 2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

全ての下請負人の施工体制台帳が記載されている。 1 610 75 45 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 610

建設業法で求められている、一部の下請負人の施工体制
台帳が記載されていない。→建設業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仕様書等により求められている、一部の下請負人の施工
体制台帳が記載されていない。

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610 610 75 45 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 610

建設業許可の内容　※全ての業種 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

社会保険の加入状況 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

建設工事の名称・内容・工期 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

発注者との契約内容（発注者の商号、契約年月日等） ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

発注者が置く監督員の氏名等 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

元請業者が置く現場代理人の氏名等 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

配置技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別 ○ 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

建設工事従事者の氏名、職種、生年月日、年齢、保険、
退職金、技能レベル、教育・資格・免許、入場・受入年
月日（作業員名簿）

○ 611 75 47 101 45 85 62 44 32 97 9 7 6 1 611

× 通知 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

外国人技能実習生・外国人建設就労者・一号特定技能外
国人の従事の状況

○ 68 15 3 11 0 14 7 3 7 4 1 3 0 0 68

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記対象外の工事 ー 544 60 44 90 45 71 56 41 25 93 8 4 6 1 544

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

（3）記載内
容と添付書類

施工体制台帳に記載すべき内容
【元請負人に関する事項】

点検項目

（1）施工体
制の的確な把
握

施工体制台帳の作成

（2）施工体
制台帳の作成
範囲

施工体制台帳の作成範囲
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点検（３）集計結果② 
建設業許可の内容　※請け負った工事に係る許可業種 ○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

社会保険の加入状況 ○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

上記での建設業法違反 × 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

下請契約した工事の名称・内容・工期 ○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

上記での建設業法違反 × 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

下請契約の締結年月日 ○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

現場代理人の氏名等 ○ 436 58 30 70 34 65 41 31 25 63 7 7 4 1 436

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記対象外の工事 ー 173 17 15 31 11 20 22 13 7 33 2 0 2 0 173

609 609 58 30 70 34 65 41 31 25 63 7 7 4 1 609

主任技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別 ○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

外国人技能実習生・外国人建設就労者・一号特定技能外
国人の従事の状況

○ 229 30 7 39 6 42 26 13 13 43 5 1 3 1 229

× 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記対象外の工事 ー 380 45 38 62 39 43 37 31 19 53 4 6 3 0 380

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

発注者との契約書の写し ○ 611 75 47 101 45 85 62 44 32 97 9 7 6 1 611

上記での建設業法違反 × 通知 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

612 612 75 47 101 45 85 63 44 32 97 9 7 6 1 612

下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し
（注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し）

○ 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

上記での建設業法違反 × 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 609 75 45 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 609

元請負人の配置技術者が監理技術者資格を有することを
証する書面
（現場配置の専任を要する工事のときは、監理技術者資
格者証の写しに限る）

○ 611 75 47 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 611

上記での建設業法違反 × 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

611 611 75 47 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 611

専門技術者等を配置した場合は、その者の資格を証明で
きるものの写し（国家資格等の技術検定合格証明書等の
写し）

○ 117 12 6 20 10 9 7 11 10 22 3 4 2 1 117

上記での建設業法違反 × 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記対象外の工事 ー 494 63 41 81 35 76 56 33 22 74 6 3 4 0 494

611 611 12 6 20 10 9 7 11 10 22 3 4 2 1 611

監理技術者の雇用関係を証明できるものの写し（健康保
険証等の写し）

○ 610 75 47 101 45 85 62 44 32 96 9 7 6 1 610

上記での建設業法違反 × 通知 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

611 611 75 47 101 45 85 63 44 32 96 9 7 6 1 611

施工体制台帳の記載不足 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

添付資料の不足 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

施工体制台帳の記載内容が不適切 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

必要性は認識しているが、整理不足 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

必要性を認識していない 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

施工体制台帳に記載すべき内容
【下請負人に関する事項】

（3）記載内
容と添付書類

（3）記載内
容と添付書類

施工体制台帳に添付すべき書類
【元請負人・下請負人に関する事
項】

施工体制台帳の備え付け不備内容

備え付け不備理由
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点検（３）集計結果③ 
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点検（４）集計結果 
 

回答内容 回答番号 通知区分 回答数 81_北海道 82_東北 83_関東 84_北陸 85_中部 86_近畿 87_中国 88_四国 89_九州 90_沖縄 東京航空局 大阪航空局 本省 合計

建設業法第7条第２号　イ（指定学科卒業後の実務経
験）に該当する。

1 22 4 2 6 0 0 3 0 0 6 1 0 0 0 22

建設業法第7条第２号　ロ（10年以上の実務経験）に該
当する。

2 76 0 3 23 2 7 11 10 5 14 1 0 0 0 76

建設業法第7条第２号　ハに定める国家資格に該当す
る。

3 288 42 18 42 22 48 34 17 13 44 3 3 1 1 288

建設業法第7条第２号　ハに定める技能検定に該当す
る。

4 28 3 1 5 2 4 1 4 1 4 0 2 1 0 28

建設業法第7条第２号　ハに定める実務経験に該当す
る。

5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

上記資格事項に該当しない。→建設業法違反 6 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

417 417 49 24 77 26 61 49 31 19 68 5 5 2 1 417

元請人が注文者の書面による承諾を得て、下請人と書面
での合意のもと、元請人の主任技術者が下請人の主任技
術者の職務を行うものとしている。

1 32 3 0 10 0 6 4 4 0 4 0 1 0 0 32

元請人の主任技術者が下請人の主任技術者の職務を行う
ものとしているが、注文者の書面よる承諾を得ていな
い。→建設業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

元請人の主任技術者が下請人の主任技術者の職務を行う
ものとしているが、元請負人と下請負人が書面による合
意をしていない。→建設業法違反

3 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工
事業者に下請けし、主任技術者を従来通り配置してい
る。

4 57 8 5 4 4 9 6 4 8 6 1 1 1 0 57

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工
事業者に下請契約をおこなっているが、下請けの主任技
術者が資格条件を満足していない。→建設業法違反

5 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 11 5 14 4 15 10 8 8 10 1 2 1 0 89

専任すべき工事で、専任している。 1 348 45 22 70 17 44 42 27 16 54 5 4 1 1 348

専任すべき工事で、専任していない。→建設業法違反 2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

元請負人の主任または監理技術者が、”承知している不
在”での未確認。

3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4

元請負人の主任または監理技術者が、”承知していない
不在”での未確認。

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

発注者了承のもと、複数現場での専任が認められている
工事である。

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

専任すべき工事ではない（対象外） 6 105 12 3 16 9 20 11 6 10 17 0 1 0 0 105

457 457 46 22 70 17 45 42 27 16 56 5 4 1 1 457

注文者が自己の取引上の地位を不当に利用していない。 1 435 48 24 84 24 64 49 31 26 71 5 5 3 1 435

注文者が自己の取引上の地位を不当に利用した。→建設
業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

把握していない。 3 8 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 8

443 443 48 25 84 26 64 53 31 26 72 5 5 3 1 443

工事に使用する資材または機械器具を指定され購入させ
られることはなかった。

1 437 48 24 83 26 64 49 31 26 72 5 5 3 1 437

工事に使用する資材または機械器具を指定され利益を害
された。→建設業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

わからない。 3 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5

442 442 48 25 83 26 64 53 31 26 72 5 5 3 1 442

工事に使用する資材等の購入先を指定され購入させられ
ることはなかった。

1 437 48 24 83 26 64 49 31 26 72 5 5 3 1 437

工事に使用する資材等の購入先を指定され利益を害され
た。→建設業法違反

2 通知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

わからない。 3 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5

442 442 48 25 83 26 64 53 31 26 72 5 5 3 1 442

（5）取引の適
正化（資機材）

不当な使用資材等の購入強制①

不当な使用資材等の購入強制②

下請負人の主任技術者の専任（3）下請負人
の主任技術者の
専任（特定専門
工事以外）

点検項目

（1）技術者の
資格

下請負人の主任技術者の資格

（2）下請負人
の主任技術者の
専任（特定専門
工事）

下請負人の主任技術者の専任

（4）取引の適
正化（契約）


